
　　　　　　　　　　　予約から利用までの流れ
（１）来所利用（日帰り・宿泊）

期日・期限 必要なこと 提出書類・内容等

１か月前までに 利用の問合せ ・利用日の仮予約
・自然の家のマイクロバス（２８人乗り）※(1)利用の有無の確認

利用日仮予約 書類の提出① ・「様式１ 利用申込書」
後、速やかに

（メール・FAX等）
（※前年度中に利用申込済の団体は必要ありません。）

１か月前までに →所長の決裁を経て、「利用決定通知書」がお手元に届くと
正式に予約完了です。

「利用説明会」 活動プログラムの一部体験、施設利用のルール・提出書類等の解説、利用日が
重なっている団体間のスケジュール調整等をします。
「日帰り」「宿泊」を問わず、入所利用される全ての団体に「利用説明会」へ

の参加案内をお送りします。できるだけご出席ください。
開催日（予定） 対象となる利用期間

利用説明会１ ４月１６日（木）午後 ４月２３日～ ６月２０日
利用説明会２ ５月１２日（火）午後 ６月２１日～１０月３１日

利用開始日の 書類の提出② ・「様式２ 利用打合せ用紙」
２週間前の （メール・FAX等） ※該当する場合・「館内泊部屋割表」
正午までに ・「ＡＡＰ実施前アンケート」

・「様式４ マイクロバス利用申請書」
・「食物アレルギー調査票」

食事・飲み物の ・２週間前の正午までにキャンセルした場合は、料金無料です。
全キャンセル ・それ以降にキャンセルした場合、食事・飲み物代の全額をご
※電話での連絡 負担いただきます。(飲み物はお引き取りいただきます。)

利用開始日の 食事・飲み物の ・食事数変更（欠席者等による）の申請
７日前の 数の変更（数名） ・７日前の正午以降、数の変更はできません。
正午までに ※電話での連絡

利用開始日の 書類の提出③ ・「利用申請書」及び「使用料減免申請書」※(2)
３日前の （メール・FAX等） 「利用申請書」及び「使用料減免申請書」の提出により人数が
正午までに 確定した後に、人数が減ったり利用をキャンセルしたりした場合、

確定した分の使用料はお支払いいただくことになっています。人
数が増えた場合は、追加でお支払いいただきます。「利用許可書」
と「使用料減免承認書」は、利用最終日にお渡しします。
※(2)は該当し希望する場合のみご提出ください。(Ｐ１８参照)

利用当日 入所時の打合せ ・（宿泊の場合）「活動のしおり」又は「宿泊者名簿」をご提出ください。
・当日に欠席者が出た時は、自然の家職員にお伝えください。

＜注＞提出期限が土・日・祝日に当たる場合は、その前日までにご提出ください。

（２）出前講座の申込

１か月前まで 利用の問合せ ・利用日の仮予約 ・大まかな活動内容の打合せ

利用日の 書類の提出 ・「様式３ 出前講座（講師派遣）申請書」
２週間前まで （メール・ＦＡＸ等） ※内容がＡＡＰの場合のみ「ＡＡＰ実施前アンケート」

→所長の決裁を経て、「利用決定通知書」がお手元に届くと正式に予約完了です。

（※雨天時や昼食等で自然の家をご利用予定の場合は、「（１）来所利用」で手続きをお願いします。）

○各種申請書・手続き用紙は「大館少年自然の家 ホームページ」からダウンロードできます。
インターネット検索『大館少年自然の家』http://www.pref.akita.lg.jp/oodate-sizen/
→『美の国あきたネット 大館少年自然の家』→『利用案内 各種申請書』

※利用団体の食事注文は、
５名以上から承ります。

※(1)わんパーク大館を拠点に施設見学等に出掛ける際や川遊び場への移動、
わんパーク大館と最寄りの駅・停留所等間の送迎にご利用いただけます。

食物アレルギー対応について（詳細は別紙）
※食物アレルギーに関わるものを除去して提供できます。


